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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上下方向に延びるスリットが形成されたハウジングを有する送風部と、
　前記スリットに挿入されて前記送風部を上下方向に回動可能に枢着する支持脚を有する
支持部と、
　を備え、
　前記支持脚は、前記支持部に立設され前記スリットに挿通される基部と、前記基部より
前方に設けられ前記送風部の軸部が挿通される挿通孔を有する枢着部と、を備え、
　前記枢着部は、前記送風部の軸部を後方から支持するよう設けられ、
　前記送風部の送風方向が水平方向となる水平状姿勢で、前記スリットの下端が、前記送
風部の軸部の下方に位置し、前記スリットの下端と、前記支持脚の前記基部との間に隙間
が形成され、前記送風部の送風方向が水平方向よりも下側を向くように前記送風部を回動
させ得る構成とした送風機。
【請求項２】
　上下方向に延びるスリットが形成されたハウジングを有する送風部と、
　前記スリットに挿入されて前記送風部を上下方向に回動可能に枢着する支持脚を有する
支持部と、
　を備え、
　前記送風部は、回動の軸心方向に突出する係止部を備え、
　前記係止部に形成される複数の係止凹部と、前記支持脚に収容される押圧ピンと、前記
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押圧ピンを前記係止凹部に押圧するように付勢する弾発部と、で構成される角度調節機構
を備え、
　前記支持脚は、前記係止部が移動可能として形成されたスリットを有し、該スリットの
中で、前記押圧ピンが前記複数の係止凹部のうちの１つに押圧されるよう構成された送風
機。
【請求項３】
　上下方向に延びるスリットが形成されたハウジングを有する送風部と、
　前記スリットに挿入されて前記送風部を上下方向に回動可能に枢着する支持脚を有する
支持部と、
　を備え、
　前記送風部と前記支持脚の枢着状態の解除を抑制する枢結機構が設けられ、
　前記枢結機構は、前記送風部から回動の軸心方向へ突出する係止部と、該係止部の先端
部に形成されたフランジ部と、前記支持脚に設けられ該フランジ部が移動可能に装入され
るスリットと、該スリット内に設けられた突起と、を有し、
　前記突起と前記フランジ部とが軸心方向で対面するように前記支持脚を回動させること
で前記送風部の軸部からの前記支持脚の抜けが抑制されるよう構成された送風機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本実施の形態は、サーキュレータなどの送風機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、上下に首振り可能な送風機として、送風部のケーシングを２本の支持脚で支持す
る構造のサーキュレータが知られている（特許文献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載のサーキュレータは、台座に送風部の幅よりも広い間隔を空けて２本
の支持脚を立て、２本の支持脚の間に送風部を枢支する構造をしている。そのため、台座
部の幅は必然的に送風部よりも大きくなってしまい、装置の小型化を図ることが難しい。
【０００４】
　そこで、送風部のケーシングにスリットを設け、台座部に設けた支持脚をスリットに挿
通させることで、この支持脚によって送風部をケーシング内部で支持するようにしたサー
キュレータが提案されている（特許文献２参照）。
【０００５】
　このような構造とすれば、サーキュレータをコンパクトに設計することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第５５６８１７１号公報
【特許文献２】特許第６３６３８１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献２に記載のサーキュレータは、コンパクトに設計することはで
きるが、上下首振りの可動域が、水平方向から上斜め方向までの角度範囲に限定されてい
た。そのため、棚の上や窓枠などにサーキュレータを設置した場合に、水平方向より下向
きに送風することができなかった。
【０００８】
　このように、従来の構造では、装置のコンパクト化を図りつつ、水平方向よりも下向き
（俯角）への首振りができなかった。
【０００９】
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　本実施の形態は、装置のコンパクト化を図りつつ、水平方向よりも下向きに送風するこ
とができる送風機を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本実施の形態の一態様によれば、上下方向に延びるスリットが形成されたハウジングを
有する送風部と、前記スリットに挿入されて前記送風部を上下方向に回動可能に枢着する
支持脚を有する支持部と、を備え、前記支持脚は、前記支持部に立設され前記スリットに
挿通される基部と、前記基部より前方に設けられ前記送風部の軸部が挿通される挿通孔を
有する枢着部と、を備え、前記枢着部は、前記送風部の軸部を後方から支持するよう設け
られ、前記送風部の送風方向が水平方向となる水平状姿勢で、前記スリットの下端が、前
記送風部の軸部の下方に位置し、前記スリットの下端と、前記支持脚の前記基部との間に
隙間が形成され、前記送風部の送風方向が水平方向よりも下側を向くように前記送風部を
回動させ得る構成とした送風機が提供される。
【００１２】
　また、本実施の形態の他の態様によれば、上下方向に延びるスリットが形成されたハウ
ジングを有する送風部と、前記スリットに挿入されて前記送風部を上下方向に回動可能に
枢着する支持脚を有する支持部と、を備え、前記送風部は、回動の軸心方向に突出する係
止部を備え、前記係止部に形成される複数の係止凹部と、前記支持脚に収容される押圧ピ
ンと、前記押圧ピンを前記係止凹部に押圧するように付勢する弾発部と、で構成される角
度調節機構を備え、前記支持脚は、前記係止部が移動可能として形成されたスリットを有
し、該スリットの中で、前記押圧ピンが前記複数の係止凹部のうちの１つに押圧されるよ
う構成された送風機が提供される。
【００１３】
　また、本実施の形態の他の態様によれば、上下方向に延びるスリットが形成されたハウ
ジングを有する送風部と、前記スリットに挿入されて前記送風部を上下方向に回動可能に
枢着する支持脚を有する支持部と、を備え、前記送風部と前記支持脚の枢着状態の解除を
抑制する枢結機構が設けられ、前記枢結機構は、前記送風部から回動の軸心方向へ突出す
る係止部と、該係止部の先端部に形成されたフランジ部と、前記支持脚に設けられ該フラ
ンジ部が移動可能に装入されるスリットと、該スリット内に設けられた突起と、を有し、
前記突起と前記フランジ部とが軸心方向で対面するように前記支持脚を回動させることで
前記送風部の軸部からの前記支持脚の抜けが抑制されるよう構成された送風機が提供され
る。
【発明の効果】
【００１５】
　本実施の形態によれば、装置のコンパクト化を図りつつ、水平方向よりも下向きに送風
することができる送風機を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施の形態に係る送風機の水平状姿勢を示す斜視図。
【図２】本実施の形態に係る送風機の水平状姿勢を示す正面図。
【図３】本実施の形態に係る送風機の水平状姿勢を示す右側面図。
【図４】本実施の形態に係る送風機の水平状姿勢を示す上面図。
【図５】本実施の形態に係る送風機の水平状姿勢を示す背面図。
【図６】本実施の形態に係る送風機の分解斜視図。
【図７】本実施の形態に係る送風機が備える支持部の分解斜視図。
【図８】本実施の形態に係る支持部が備える支持脚部分の分解斜視図。
【図９】本実施の形態に係る支持部が備える本体部分の分解斜視図。
【図１０】本実施の形態に係る送風機の最大上向き姿勢を示す右側面図。
【図１１】本実施の形態に係る送風機の最大下向き姿勢を示す右側面図。
【図１２】本実施の形態に係る送風機が備える支持脚のスリットへの挿入状態を示す斜視
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図。
【図１３】本実施の形態に係る送風機の水平状姿勢を一部破断して示す斜視図。
【図１４】本実施の形態に係る送風機の水平状姿勢を一部破断して示す右側面図。
【図１５】本実施の形態に係る送風機の最大下向き姿勢を一部破断して示す右側面図。
【図１６】本実施の形態に係る送風機の最大上向き姿勢を一部破断して示す右側面図。
【図１７】本実施の形態に係る送風機の最大下向き姿勢を送風方向に沿って視た図。
【図１８】本実施の形態に係る送風機が備える角度調整機構を示す断面図。
【図１９】本実施の形態に係る送風機が備えるリアカバーを示す背面図。
【図２０】本実施の形態に係る送風機が備える支持脚を示す斜視図。
【図２１】本実施の形態に係る送風機が備える支持脚のスリットへの挿入状態を示す断面
図。
【図２２】本実施の形態に係る送風機が備えるモーターカバーの軸部を支持脚の挿通孔に
挿入させる前の状態を示す斜視図。
【図２３】本実施の形態に係る送風機が備えるモーターカバーの軸部を支持脚の挿通孔に
挿入させた状態を示す斜視図。
【図２４】本実施の形態に係る送風機が備える枢結機構を示す断面図。
【図２５】本実施の形態に係る送風機が備える左右首振り機構を示す断面図。
【図２６】本実施の形態に係る送風機を裏面側から視た分解斜視図。
【図２７】本実施の形態に係る送風機が備える電気ケーブルの配線状態を示す斜視図。
【図２８】本実施の形態に係る送風機が備える電気ケーブルの配線状態を裏面側から視た
斜視図。
【図２９】本実施の形態に係る送風機の使用状態の一例を示す斜視図。
【図３０】本実施の形態に係る送風機の第１変形例を示す斜視図。
【図３１】本実施の形態に係る送風機の第２変形例を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。なお、図面の記載
において、同一または類似の部分には同一または類似の符号を付している。ただし、図面
は模式的なものであり、厚みと平面寸法との関係、各層の厚みの比率などは現実のものと
は異なることに留意すべきである。したがって、具体的な厚みや寸法は以下の説明を参酌
して判断すべきものである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異な
る部分が含まれていることは勿論である。
【００１８】
　［概要］
　支持脚３３によって送風部２をカバー（ハウジング）２０の内部で支持するサーキュレ
ータの構造で、水平方向より下向きに首振り可能である。
【００１９】
　［外観］
　図１～図５は、本実施の形態に係る送風機１を示す外観図であり、図１は斜視図、図２
は正面図、図３は右側面図、図４は上面図、図５は背面図である。この送風機１は、球面
グリル構造により風速強化を図るとともに、球体形状の進化形デザインによりコンパクト
に見えるように構成されている。
【００２０】
　具体的には、本実施の形態に係る送風機１は、図１～図５に示すように、正面側に送風
口２ａが形成されたグリル２３を有する送風部２と、送風部２を支持する支持部３と、を
備えている。
【００２１】
　グリル２３は、複数のフィン２４が渦巻き状に設けられ、複数のフィン２４の渦巻きの
中心部Ｏに近い内端部２４ｂが、送風口２ａに連続する外端部２４ｃより送風方向Ｆに突
出している。換言すると、グリル２３の内の複数のフィン２４が形成されている部分２４
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ａの外端部２４ｃに対し内端部２４ｂが送風方向Ｆに突出している。なお、複数のフィン
２４が形成されている部分２４ａとは、グリル２３から渦巻きの中心部Ｏにあるキャップ
２５を除いた部分である。内端部２４ｂとは、渦巻きの中心部Ｏに近い内端側であり、内
端近くを含む。外端部２４ｃとは、送風口２ａに連続する外端側の部分である。これによ
り、風が中央に集まり（収束し）、送風方向の中央に於ける風速を向上できる。また、送
風口２ａから吹き出される風（スパイラル気流）の到達距離を伸長できる。その結果、室
内の空気を確実に撹拌でき、室内の温度を均一化させて省エネに貢献できる。なお、送風
部２の送風口２ａは、円形に形成されている。
【００２２】
　ここで、本実施の形態に係る送風機１では、送風部２が支持部３に回動可能に支持され
ている。すなわち、本実施の形態に係る送風機１は、送風部２と、送風部２を回動可能に
支持する支持部３と、を備えている。
【００２３】
　この送風部２は、上下方向に延びるスリット２１０が形成されたカバー（ハウジング）
２０を有するのが好ましい。また、支持部３は、スリット２１０に挿入されて送風部２を
上下方向に回動可能に枢着する支持脚３３を有するのが好ましい。こうすれば、支持脚３
３によって送風部２をカバー（ハウジング）２０の内部で支持することができ、送風機１
のコンパクト化を図ることができる。
【００２４】
　このとき、送風部２の送風方向Ｆが水平方向となる水平状姿勢（図１～図５に示す姿勢
）で、スリット２１０の下端２１０ａと支持脚３３との間に隙間Ｄ１（図１４参照）が形
成されるようにし、送風部２の送風方向Ｆが水平方向よりも下側を向くように送風部２を
回動させ得る構成とするのが好ましい。こうすれば、水平方向よりも下向きに送風するこ
とができる。
【００２５】
　このように、送風機１のコンパクト化を図ることで、棚の上や窓枠などに容易に配置す
ることができるようになる。さらに、水平方向よりも下向きに送風できるようにすれば、
送風機１を棚の上や窓枠などに配置した状態で、棚や窓枠などよりも下側に風を送ること
ができる。すなわち、本実施の形態に係る送風機１とすれば、床面に配置して床面よりも
上側に送風させる態様での使用だけでなく、棚の上や窓枠などに設置した状態で、棚の上
や窓枠などよりも下側に送風させる態様での使用が可能となるため、設置場所の自由度を
向上させることができる。
【００２６】
　また、送風部２が回動可能範囲の下限まで回動した最大下向き姿勢で、送風部２の送風
口２ａが支持部３によって塞がれないように構成しているのが好ましい。こうすれば、送
風部２を回動可能範囲の下限まで回動させた状態で、送風口２ａから吹き出される風が支
持部３に当たってしまうことを抑制することができる。その結果、送風部２が回動可能範
囲の全域において、風量が弱まってしまうことを抑制することができる。
【００２７】
　また、カバー（ハウジング）２０は、送風部２の回動軸心Ｃを中心とする円弧状面２０
ａを有しているのが好ましい。さらに、支持部３は、円弧状面２０ａに所定寸法の隙間Ｄ
２（図１５参照）をもって対面する凹状弯曲面３２２ａを有しているのが好ましい。そし
て、送風部２を回動させる際に、カバー（ハウジング）２０の円弧状面２０ａと支持部３
の凹状弯曲面３２２ａの隙間Ｄ２が拡大しないように構成されているのが好ましい。こう
すれば、送風部２を回動させた際に、送風部２が支持部３に干渉してしまうことを抑制す
ることができる。また、送風部２を回動させた際に、送風部２と支持部３との間に形成さ
れる隙間が大きくなってしまうことを抑制することもできる。その結果、送風部２の回動
時に、送風部２と支持部３との間の隙間にものなどが挟み込まれてしまうことを抑制する
ことができ、安全性の向上を図ることができる。
【００２８】
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　また、カバー（ハウジング）２０におけるスリット２１０の幅を画成する内面２１１ｃ
に、スリット２１０の幅方向に突出するリブ２１２が形成されているのが好ましい。こう
すれば、カバー（ハウジング）２０の強度を高めることができる。また、スリット２１０
にリブ２１２を形成することで、スリット２１０に手や指などが入ってしまうことを抑制
することができ、安全性の向上を図ることもできる。
【００２９】
　また、送風部２と支持脚３３の枢着状態の解除を抑制する枢結機構５０が設けられてい
るのが好ましい。こうすれば、送風部２を手動で回動させる構成とし、カバー（ハウジン
グ）２０に捻り方向の力がかかったとしても、支持脚３３が送風部２から外れてしまうこ
とを抑制することができる。
【００３０】
　また、カバー（ハウジング）２０は、送風部２の前後中間位置で分割可能なフロントカ
バー２１とリアカバー２２を有しているのが好ましい。こうすれば、フロントカバー２１
およびリアカバー２２の製造が容易になる上、カバー（ハウジング）２０の内部への部品
の配置を容易に行うことができる。すなわち、送風部２の組み付け作業性の向上を図るこ
とができる。そして、スリット２１０が、リアカバー２２の下面から背面乃至上面にわた
って形成されているのが好ましい。こうすれば、１つの部材であるリアカバー２２にスリ
ット２１０が形成されるため、組み付け誤差等によるスリットの位置ずれが生じてしまう
ことを抑制することができる。その結果、送風部２をよりスムーズに回動させることがで
きるようになる。
【００３１】
　また、支持脚３３が、支持部３の後端寄りに設けられるようにするのが好ましい。こう
すれば、送風部２の前後中間位置で分割されるリアカバー２２にスリット２１０を形成し
たとしても、送風部２の送風方向Ｆが水平方向よりも下側を向くように送風部２を回動さ
せることができるようになる。
【００３２】
　［各部の詳細］
　以下、図６～図９を用いて、本実施の形態に係る送風機１を更に詳しく説明する。ここ
で、図６は、送風機の分解斜視図、図７は、送風機が備える支持部の分解斜視図、図８は
、支持部が備える支持脚部分の分解斜視図、図９は、支持部が備える本体部分の分解斜視
図である。
【００３３】
　（送風部）
　送風部２は、図６に示すように、上下方向に延びるスリット２１０が形成されたカバー
（ハウジング）２０を備えており、カバー（ハウジング）２０は、送風部２の前後中間位
置で分割可能なフロントカバー２１とリアカバー２２とを有している。
【００３４】
　また、送風部２は、グリル２３を有している。さらに、送風部２は、空気流を発生させ
る送風用のファン２７と、ファン２７を駆動するモーター２８と、モーター２８を保持し
た状態でリアカバー２２に取り付けられるモーターカバー２９と、を有している。
【００３５】
　フロントカバー２１は、図６に示すように、球殻の前側半分の前方部分を切断したよう
な形状の筒状に形成されており、前方に開口する円形の開口部２１ａを有している。この
フロントカバー２１は、例えば、ポリプロピレンなどの合成樹脂材料で形成することがで
きる。そして、この円形の開口部２１ａに球面のグリル２３が後方から嵌め込まれている
。
【００３６】
　グリル２３は、例えば、耐衝撃性の高い合成樹脂材料で形成された前面パネルである。
本実施の形態では、グリル２３は、渦巻き状のフィン２４を複数有しており、複数のフィ
ン２４が渦巻きの中心部Ｏに向かうにつれて次第に突出するように凸弯曲状に形成されて
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いる。こうすることで、グリル２３の後方から風を送り、グリル２３の前後方向に空気流
（風）が通過すると、渦を巻きながら直進するスパイラル気流が生じるようにしている。
本実施の形態では、グリル２３は、前面が球面の一部をなすように形成されている。
【００３７】
　このように、本実施の形態では、フロントカバー２１とグリル２３とで、送風部２の前
側の半球が形成されるようにしている。
【００３８】
　一方、リアカバー２２は、複数の桟２２ａによって半球状に形成されており、リアカバ
ー２２のほぼ全面にわたって、外気を取り込むための多数の通気口２２ｂが形成されてい
る。このリアカバー２２も、例えば、ポリプロピレンなどの合成樹脂材料で形成すること
ができる。
【００３９】
　そして、グリル２３が嵌め込まれたフロントカバー２１とリアカバー２２とを嵌着させ
ることで、球体形状を成すようにしている。すなわち、グリル２３が嵌め込まれたフロン
トカバー２１とリアカバー２２とを嵌着させることで、球状の送風部２が形成されるよう
にしている。
【００４０】
　このように、送風部２の外観を球体形状とすれば、洗練された見た目とすることができ
る上、角がなくなることで、よりコンパクトな見た目とすることができる。また、見た目
のかわいらしさやおしゃれ感をアップさせることもできる。
【００４１】
　なお、複数のフィン２４の隙間から手指が入るのを防止すると共にグリル２３の補強も
兼ねて、各フィン２４と交差する円形のリングによって複数のフィン２４を支持した構成
としてもよい。
【００４２】
　さらに、本実施の形態では、グリル２３の外周縁部には、円筒状の風洞部２６が後方に
延在するように設けられている。この風洞部２６は、ファン２７のラジアル外方に設けら
れた円筒状の部材であり、風洞部２６の内径が、送風口２ａの内径と略等しくなるように
している。すなわち、本実施の形態では、グリル２３の風洞部２６が連設された部位より
も内側が送風部２の送風口２ａとなっている。このように、本実施の形態では、送風部２
の内部に円筒状の風洞部２６を設けることで、サーキュレータ特有の作用である風の指向
性及び直進性を確保できるようにしている。
【００４３】
　モーター２８は、ファン２７を駆動するものであり、モーター本体２８ａと、モーター
本体２８ａから突出する出力軸２８ｂと、を備えている。そして、この出力軸２８ｂの先
端にファン２７が取り付けられており、モーター２８を駆動させた際にファン２７が出力
軸２８ｂを中心として回転するようにしている。
【００４４】
　また、本実施の形態では、モーター２８はモーターカバー２９に保持されている。具体
的には、出力軸２８ｂをモーターカバー２９の挿通孔２９１に挿通させた状態で、モータ
ー本体２８ａがモーターカバー２９に保持されている。このモーターカバー２９は、モー
ター２８を保持した状態で、リアカバー２２に取り付けられている。
【００４５】
　そして、モーターカバー２９を介してモーター２８およびファン２７をリアカバー２２
に取り付けた状態で、リアカバー２２をグリル２３が嵌め込まれたフロントカバー２１に
嵌着させることで、内部に送風機構が組み込まれた送風部２を形成している。
【００４６】
　送風部２の構成を、このような構成とすることで、モーター２８を駆動させてファン２
７を回転させると、リアカバー２２の通気口２２ｂから取り込まれた外気が、送風口２ａ
から吹き出されて、送風部２の前方に風が送られることになる。なお、後方から前方に向
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かう空気流（風）は、上述したように、グリル２３を通過する際に渦を巻きながら直進す
るため、送風口２ａから吹き出される風は、スパイラル気流を発生させながら、前方に向
かうことになる。
【００４７】
　さらに、本実施の形態では、リアカバー２２のモーター後方箇所に風孔２２ｃを有して
おり、モーターカバー２９に風孔２９２を形成している。
【００４８】
　そのため、モーター２８がファン２７を駆動しているときに、モーター後方箇所の風孔
２２ｃからも外気が取り込まれるため、風量をより多く確保することができる。さらに、
モーター２８がファン２７を駆動しているときには、風孔２９２を通過する空気流も発生
するため、モーター２８が自ら発生させる空気流によって、モーター２８に冷却効果を生
じさせることができ、モーター２８の発熱対策にもなる。
【００４９】
　（支持部）
　支持部３は、床面等の設置面に載置されるものであり、この支持部３には電源コード８
０が取り付けられている。また、支持部３は、図７に示すように、上方に送風部２が配置
される本体部分と、本体部分に固定されて、送風部２をカバー（ハウジング）２０の内部
で支持する一対の支持脚３３と、を備えている。
【００５０】
　支持部３の本体部分は、平面視における大きさが、送風部２の平面視における大きさと
ほぼ同じ大きさまたはそれ以下の大きさとなるようにするのが好ましい。こうすれば、送
風機１の平面視における大きさを、図４に示すように、送風部２の平面視における大きさ
とほぼ同等とすることができ、送風機１の全体が大きくなりすぎてしまうことを抑制する
ことができる。なお、支持部３の本体部分の平面視における大きさを、送風部２の平面視
における大きさとほぼ同じ大きさとすれば、送風機１の転倒を抑制しつつ、送風機１の小
型化を図ることができるようになる。すなわち、送風機１の小型化を図りつつ、送風機１
をより安定的に載置させることができるようになる。
【００５１】
　また、支持脚３３には、図８に示すように、収容部３３３が形成されており、この収容
部３３３に、押圧ピン４１がコイルスプリング４２に挿入された状態で収容されている。
そして、押圧ピン４１およびコイルスプリング４２を収容した収容部３３３を落下抑制カ
バー３４によって覆うことで、押圧ピン４１およびコイルスプリング４２の収容部３３３
からの落下を抑制している。
【００５２】
　一方、支持部３の本体部分は、図９に示すように、平面視で円形状に形成された台座下
部３１と、台座下部３１に嵌着可能な台座上部３２と、を有している。台座下部３１も台
座上部３２も、外面を形成するカバーは、例えば、ポリプロピレンなどの合成樹脂材料で
形成することができる。
【００５３】
　そして、支持部３の本体部分は、内部が空洞になっており、この空洞に回路基板３５や
左右首振り機構６０などが収容されている。
【００５４】
　また、台座上部３２のカバーにおける中心よりも後方には、一本脚形状の支柱部３２１
が垂直に立設されており、台座上部３２のカバーにおける支柱部３２１よりも前方には、
操作パネル３２３が配置されている。そして、支柱部３２１の上面３２２の上方には、送
風部２が上面３２２との間に隙間（本実施の形態では、所定寸法の隙間Ｄ２）が形成され
た状態で配置されている。
【００５５】
　したがって、支柱部３２１の高さや支柱部３２１の中心（平面視における台座上部の中
心）からのずれ量を設定する際には、送風部２と操作パネル３２３との間に、使用者等に
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よる操作パネル３２３の操作を邪魔しない程度の空間が形成されるようにするのが好まし
い。
【００５６】
　操作パネル３２３には、例えば、電源の切／入を切り替える電源ボタン、送風部２の風
量調節を行う風量ボタン、左右首振りのオン／オフを切り替える首振りボタンなどが設け
られている。
【００５７】
　また、支柱部３２１の上面３２２の幅方向両側には、上方に開口する開口部３２２ｂが
それぞれ形成されており、この開口部３２２ｂに支持脚３３の先端（下端）を挿入するこ
とで、支持脚３３が支持部３の本体部分に保持されるようにしている。本実施の形態では
、開口部３２２ｂは、支柱部３２１の上面３２２の後端側に形成されている。すなわち、
本実施の形態では、支持脚３３は、支持部３の後端寄りに設けられている。
【００５８】
　また、本実施の形態では、送風機１が電源の切／入の切り替え等を行うリモコン７０を
有しており、支柱部３２１の後側の下端部に、リモコン７０を載置するリモコン載置部３
２４が形成されている（図５等参照）。なお、回路基板３５にはリモコン７０からの信号
を受信するリモコン受信部３５ａが実装されており、このリモコン受信部３５ａが支柱部
３２１の前側の下端部から前方に向けて露出している。
【００５９】
　［上下首振り構造］
　本実施の形態では、送風部２は、上下方向への首振りができるように支持部３に支持さ
れている。以下では、送風部２の上下首振り構造について、図１０～図１７を用いて説明
する。なお、図１０は、送風機の最大上向き姿勢を示す右側面図、図１１は、送風機の最
大下向き姿勢を示す右側面図、図１２は、送風機が備える支持脚のスリットへの挿入状態
を示す斜視図である。また、図１３は、送風機の水平状姿勢を一部破断して示す斜視図、
図１４は、送風機の水平状姿勢を一部破断して示す右側面図である。また、図１５は、送
風機の最大下向き姿勢を一部破断して示す右側面図、図１６は、送風機の最大上向き姿勢
を一部破断して示す右側面図、図１７は、送風機の最大下向き姿勢を送風方向に沿って視
た図である。
【００６０】
　本実施の形態に係る送風機１では、図１０に示す最大上向き姿勢から図１１に示す最大
下向き姿勢までの範囲で送風部２を上下に首振りさせることができるようになっている。
すなわち、本実施の形態に係る送風機１では、送風方向Ｆが水平方向よりも上向きとなる
だけでなく下向きとなるように、送風部２を回動させることができるようにしている。具
体的には、送風方向Ｆと水平面とのなす角度θが－２５°～＋９０°となる範囲で送風部
２を回動させることができるようにしている。
【００６１】
　ここで、本実施の形態では、支持脚３３は、図１２に示すように、リアカバー２２に形
成された上下方向に延在するスリット２１０に挿入された状態で、リアカバー２２に固定
されたモーターカバー２９に枢着されている。
【００６２】
　具体的には、モーターカバー２９の幅方向の両側に、円筒状の軸部２９３が幅方向の外
側に向けて突出するようにそれぞれ形成されており、支持脚３３のカバー（ハウジング）
２０内に位置する先端には、軸部２９３が挿通される挿通孔３３２が形成されている。
【００６３】
　そして、モーターカバー２９の幅方向の両側に形成された軸部２９３のそれぞれに、支
持脚３３の挿通孔３３２を挿通させることで、モーターカバー２９が一対の支持脚３３に
よって挟持された状態で、上下方向に回動可能に支持されるようにしている。
【００６４】
　また、スリット２１０に挿入された支持脚３３は、下端（ハウジングの外側に位置する
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先端）を、支柱部３２１の上面３２２に形成された開口部３２２ｂに挿入することで、支
持部３の本体部分に保持されている。
【００６５】
　このように、支持脚３３の下端を支持部３の本体部分に保持した状態で、一対の支持脚
３３によってモーターカバー２９を上下方向に回動可能に支持することで、モーターカバ
ー２９が支持部３（本体部分および支持脚３３）に対して回動できる構成としている。
【００６６】
　このとき、モーターカバー２９が固定されたリアカバー２２、モーターカバー２９を介
してリアカバー２２に固定されたモーター２８およびファン２７、リアカバー２２に嵌着
されたフロントカバー２１、フロントカバー２１に嵌め込まれたグリル２３および風洞部
２６が、モーターカバー２９の回動に伴って回動することになる。
【００６７】
　すなわち、本実施の形態では、一対の支持脚３３に枢着されたモーターカバー２９を支
持部３（本体部分および支持脚３３）に対して回動させることで、送風部２の全体が支持
部３（本体部分および支持脚３３）に対して回動するように構成されている。
【００６８】
　このとき、送風部２は、支持脚３３がスリット２１０の下端２１０ａ側に位置する状態
からスリット２１０の上端２１０ｂに位置する状態まで、支持部３（本体部分および支持
脚３３）に対して回動することになる。
【００６９】
　ここで、本実施の形態では、送風部２の送風方向Ｆが水平方向よりも下側を向くように
送風部２を回動させ得る構成とした。
【００７０】
　具体的には、図１３および図１４に示すように、送風部２の送風方向Ｆが水平方向とな
る水平状姿勢でスリット２１０の下端２１０ａと支持脚３３との間に隙間Ｄ１が形成され
るようにした。
【００７１】
　本実施の形態では、上述したように、支持脚３３を支持部３の後端寄りに設けている。
具体的には、支持脚３３は、支持部３に保持された状態で、開口部３２２ｂから上方に立
設される鉛直部３３６と、鉛直部３３６の上端に連設されて前方かつ上方に傾斜する傾斜
部３３７と、傾斜部３３７の先端に連設されて、軸部２９３に枢着される枢着部３３８と
、を備えている。なお、枢着部３３８には、上述した挿通孔３３２が形成されている。
【００７２】
　そして、支持脚３３を支持部３の後端寄りに保持させた状態で、鉛直部３３６の途中に
スリット２１０が存在するようにしている。
【００７３】
　また、カバー（ハウジング）２０は、水平状姿勢において送風部２の前後中間位置で、
フロントカバー２１とリアカバー２２とに分割されるように構成されており、スリット２
１０は、水平状姿勢におけるリアカバー２２の下端縁の近傍まで形成されている。すなわ
ち、スリット２１０の下端２１０ａが、水平状姿勢において、支持部３の前後方向の中央
部寄りに位置するようにしている。
【００７４】
　こうすることで、送風機１を水平状姿勢とした状態で、スリット２１０の下端２１０ａ
を画成する下端面２１１ａと支持脚３３の前面との間に隙間Ｄ１が形成されるようにして
いる。
【００７５】
　そして、水平状姿勢において、下端面２１１ａと支持脚３３の前面との間に隙間Ｄ１が
形成されるようにすることで、支持脚３３の前面が下端面２１１ａと接触する位置まで、
送風部２をさらに下方に回動させることができるようにしている（図１５参照）。すなわ
ち、送風部２の送風方向Ｆが水平方向よりも下側を向くように送風部２を回動させること
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ができるようにしている。
【００７６】
　さらに、本実施の形態では、スリット２１０は、水平状姿勢におけるリアカバー２２の
上端縁の近傍まで形成されている。すなわち、スリット２１０は、リアカバー２２の下面
から背面を通って上面に至るまで形成されている。換言すると、スリット２１０は、リア
カバー２２の下面から背面乃至上面にわたって形成されている。
【００７７】
　したがって、送風部２は、支持脚３３の後面が、スリット２１０の上端２１０ｂを画成
する上端面２１１ｂと接触する位置まで、上方に回動させることができるようになってい
る（図１６参照）。
【００７８】
　このように、本実施の形態では、支持脚３３がスリット２１０の上端２１０ｂ側に位置
する状態から下端２１０ａ側に位置する状態となるまでの範囲で、送風部２を上下方向に
回動させることができるように構成されている。
【００７９】
　なお、支持脚３３の前面がスリット２１０の下端面２１１ａと接触する位置まで送風部
２を回動させた状態（図１５に示す状態）が、送風機１の最大下向き姿勢（送風部２が回
動可能範囲の下限まで回動した状態）となっている。本実施の形態では、上述したように
、送風方向Ｆと水平面とのなす角度θが－２５°となる状態が最大下向き姿勢となってい
る。
【００８０】
　また、支持脚３３の後面がスリット２１０の上端面２１１ｂと接触する位置まで送風部
２を回動させた状態（図１６に示す状態）が、送風機１の最大上向き姿勢（送風部２が回
動可能範囲の上限まで回動した状態）となっている。本実施の形態では、上述したように
、送風方向Ｆと水平面とのなす角度θが＋９０°となる状態が最大上向き姿勢となってい
る。
【００８１】
　また、本実施の形態では、支持脚３３の傾斜部３３７の先端に枢着部３３８が形成され
ており、この枢着部３３８が、送風部２の回動軸心Ｃとなっている（図１４～図１６参照
）。
【００８２】
　さらに、本実施の形態では、側面視（回動軸方向に沿って視た状態）で、送風部２の回
動軸心Ｃが球状の送風部２の中心と一致するようにしている。
【００８３】
　このように、送風部２の回動軸心Ｃを送風部２の中心に一致させるようにすれば、カバ
ー（ハウジング）２０の外面が、送風部２の回動軸心Ｃを中心とする円弧状面２０ａとな
る。すなわち、本実施の形態では、カバー（ハウジング）２０が、送風部２の回動軸心Ｃ
を中心とする円弧状面２０ａを有するようにしている。
【００８４】
　さらに、送風部２を支持部３に支持した状態で、円弧状面２０ａと対面する支柱部３２
１の上面３２２に、凹状弯曲面３２２ａを形成している。この凹状弯曲面３２２ａは、円
弧状面２０ａと同心の球面の一部となっている。
【００８５】
　このような、円弧状面２０ａおよび凹状弯曲面３２２ａを、送風部２および支持部３に
形成することで、凹状弯曲面３２２ａが、円弧状面２０ａに所定寸法の隙間Ｄ２をもって
対面することになる。さらに、送風部２を回動させる際に、円弧状面２０ａと支持部３の
凹状弯曲面３２２ａの隙間Ｄ２が拡大しない構成となる。
【００８６】
　こうすれば、送風部２を回動させた際に、送風部２と支持部３とが干渉してしまうこと
を抑制することができる。また、送風部２を回動させたとしても、送風機１のシルエット
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（側面視にける送風機１の輪郭形状）がほとんど変化しなくなる。
【００８７】
　また、円弧状面２０ａと支持部３の凹状弯曲面３２２ａの隙間Ｄ２が拡大しないように
すれば、送風部２の回動時に、送風部２と支持部３との間の隙間にものなどが挟み込まれ
てしまうことを抑制することができ、安全性の向上を図ることができる。
【００８８】
　なお、円弧状面２０ａは、少なくとも、送風部２を回動可能範囲で回動させた際に、凹
状弯曲面３２２と対面する部位に形成されていればよく、送風部２の外面の全体を円弧状
面２０ａとする必要はない。
【００８９】
　また、本実施の形態では、図１７に示すように、送風部２が回動可能範囲の下限まで回
動した最大下向き姿勢で、送風部２の送風口２ａが支持部３によって塞がれないようにし
ている。すなわち、送風機１を送風方向Ｆに沿って視た状態で、円形の送風口２ａの下端
が、支柱部３２１の前側上端と同等の位置にあるか、支柱部３２１の前側上端よりも上方
に位置するように構成している。
【００９０】
　こうすれば、送風機１を最大下向き姿勢とした場合であっても、送風口２ａから吐出さ
れる風が支持部３に当たってしまうことが抑制される。すなわち、送風口２ａから吐出さ
れる風が支持部３によって拡散されてしまうことを抑制することができる。
【００９１】
　［角度調節機構］
　また、本実施の形態では、送風機１が角度調節機構４０を備えており、送風部２を回動
可能範囲で回動させた際に、送風部２が所定の角度で段階的に保持されるようにしている
。以下では、図１８を用いて、本実施の形態に係る角度調節機構４０について説明する。
なお、図１８は、送風機が備える角度調整機構を示す断面図である。
【００９２】
　本実施の形態に係る角度調節機構４０は、モーターカバー２９に突き当てられて、モー
ターカバー２９の回動を規制する押圧ピン４１と、押圧ピン４１が挿入されて押圧ピン４
１をモーターカバー２９に向けて付勢するコイルスプリング４２と、を備えている。
【００９３】
　この押圧ピン４１およびコイルスプリング４２は、上述したように、支持脚３３の収容
部３３３内に収容されている。
【００９４】
　また、モーターカバー２９の幅方向両側には、回動軸心Ｃを中心とした円弧状の係止部
２９４が幅方向外側に突出するように形成されており、この係止部２９４の回動軸心Ｃ側
には、回転方向に沿って複数の係止凹部２９４ａが所定間隔で形成されている。この複数
の係止凹部２９４ａは、送風部２の上下首振りの回動可能範囲（－２５°～＋９０°）の
範囲に対応している。
【００９５】
　そして、支持脚３３がモーターカバー２９を保持した状態で、収容部３３３内に収容さ
れた押圧ピン４１の先端が係止凹部２９４ａに接触するようにしている。このとき、コイ
ルスプリング４２は、自由状態よりも縮んだ状態で収容部３３３内に収容されており、押
圧ピン４１は、このコイルスプリング４２によって係止凹部２９４ａ側に付勢されている
。
【００９６】
　こうすることで、使用者が送風部２を持って上下方向に動かした際には、押圧ピン４１
が係止凹部２９４ａをカチカチと乗り越えて移動することになる。そして、押圧ピン４１
が複数の係止凹部２９４ａうちの１つと接触した状態で送風部２の回動を止めると、係止
凹部２９４ａが押圧ピン４１によって押圧されることになるため、適度な強度で押圧ピン
４１を係止凹部２９４ａに係止させることが可能となる。
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【００９７】
　このように、本実施の形態に係る角度調節機構４０は、押圧ピン４１と、コイルスプリ
ング４２と、押圧ピン４１およびコイルスプリング４２を収容する収容部３３３と、押圧
ピン４１により押圧される複数の係止凹部２９４ａと、で構成されている。そして、複数
の係止凹部２９４ａのうちのいずれかが押圧ピン４１によって係止されるようにしている
。
【００９８】
　このような角度調節機構４０を設けるようにすれば、送風部２の角度（送風方向Ｆの水
平方向に対する角度）を手動で段階的に変化させることができるようになる。
【００９９】
　なお、傾斜部３３７と枢着部３３８との連結部分には、モーターカバー２９を支持部３
に対して回動させる際に、係止部２９４が支持脚３３に干渉してしまうことを抑制するた
めのスリット３３４が形成されている。このスリット３３４も、回動軸心Ｃを中心とした
円弧状に形成されている。
【０１００】
　［スリットの補強構造］
　また、本実施の形態では、リアカバー２２の下面から上面に至るまでスリット２１０を
形成したことによる強度の低下を抑制できるようにしている。以下では、図１９～図２１
を用いて、本実施の形態に係るスリット２１０の補強構造について説明する。なお、図１
９は、送風機が備えるリアカバーを示す背面図、図２０は、送風機が備える支持脚を示す
斜視図、図２１は、送風機が備える支持脚のスリットへの挿入状態を示す断面図である。
【０１０１】
　本実施の形態では、図１９に示すように、複数の桟２２ａを連結させることで形成され
たリアカバー２２の幅方向の両側に、一対のスリット２１０が上下方向に延在するように
形成されている。さらに、本実施の形態では、各スリット２１０は、リアカバー２２の下
面から上面に至るまで形成されている。
【０１０２】
　このとき、リアカバー２２の下面から上面にかけてスリット２１０を単に形成するだけ
では、リアカバー２２の強度が低下してしまい、送風部２を回動させる際にカバー（ハウ
ジング）２０が変形してしまうおそれがある。
【０１０３】
　そこで、本実施の形態では、図１９および図２１に示すように、スリット２１０を画成
する内面２１１のうち、スリット２１０の幅を画成する内面２１１ｃに、スリット２１０
の幅方向に突出するリブ２１２を形成した。本実施の形態では、スリット２１０の幅を画
成する内面２１１ｃの下端から上端にかけてのほぼ全範囲にリブ２１２が形成されるよう
にしている。
【０１０４】
　このようなリブ２１２を設けることで、リアカバー２２の中で、特に強度が低くなる部
位であるスリット２１０の周縁部の強度を向上させることができ、送風部２を回動させる
際にカバー（ハウジング）２０が変形してしまうことを抑制することができる。なお、ス
リット２１０を画成する内面２１１は、下端面２１１ａ、上端面２１１ｂおよび内面２１
１ｃを有している。
【０１０５】
　また、本実施の形態では、支持脚３３のリブ２１２と対応する部位に凹部３３１を形成
している。
【０１０６】
　このように、支持脚３３のリブ２１２と対応する部位に凹部３３１を形成することで、
厚さが比較的厚い支持脚３３を、リブ２１２に干渉させることなくスリット２１０内で移
動させることができるようになる。
【０１０７】
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　したがって、支持脚３３の強度が低下してしまうことを抑制しつつ、リアカバー２２の
補強を行うことができるようになる。
【０１０８】
　また、送風部２を回動させる際に、凹部３３１の下部がリブ２１２の下方に位置するよ
うにしている。具体的には、図２１に示すように、凹部３３１の下部内面とリブ２１２と
がほぼ平行となるようにしている。こうすれば、カバー（ハウジング）２０に過度の力が
加えられた際に、リブ２１２が凹部３３１の下部に接触するため、カバー（ハウジング）
２０と支持脚３３との相対移動をより確実に抑制できるようになる。
【０１０９】
　［枢結機構］
　また、本実施の形態では、送風機１が枢結機構５０を備えており、送風部２を回動させ
る際に、支持脚３３が送風部２から外れてしまうことを抑制できるようにしている。以下
では、図２２～図２４を用いて、本実施の形態に係る枢結機構５０について説明する。な
お、図２２は、送風機が備えるモーターカバーの軸部を支持脚の挿通孔に挿入させる前の
状態を示す斜視図、図２３は、送風機が備えるモーターカバーの軸部を支持脚の挿通孔に
挿入させた状態を示す斜視図である。また、図２４は、送風機が備える枢結機構を示す断
面図である。
【０１１０】
　本実施の形態では、モーターカバー２９の軸部２９３の軸方向の先端部に、径方向外側
に突出する係止片２９３ａが形成されている。この係止片２９３ａは、軸部２９３の軸方
向の先端部の一部に円弧状に形成されている。
【０１１１】
　また、支持脚３３の挿通孔３３２には、内周側に突出する円弧状突部３３２ａが一部を
切り欠いた状態で形成されている。そして、挿通孔３３２の内周側のうち、円弧状突部３
３２ａが形成されていない部位が、切り欠き部３３２ｂとなっている。この切り欠き部３
３２ｂは、支持脚３３をモーターカバー２９に対して軸方向に移動させた際に、係止片２
９３ａが通過できる程度の大きさとなっている。
【０１１２】
　したがって、本実施の形態では、支持脚３３をモーターカバー２９に取り付ける際には
、まず、図２２に示すように、係止片２９３ａが切り欠き部３３２ｂと対面するようにし
た状態で、挿通孔３３２を軸部２９３に挿通させて図２３に示す状態とする。
【０１１３】
　そして、図２３に示す状態とした後に、モーターカバー２９を図２３に矢印で示す方向
に回動させることで、円弧状突部３３２ａと係止片２９３ａとが軸方向で対面するように
する。
【０１１４】
　こうすることで、少なくとも送風部２を回動可能範囲で回動させている状態では、支持
脚３３がモーターカバー２９から抜ける方向に移動したときに、円弧状突部３３２ａが係
止片２９３ａに接触して、支持脚３３のモーターカバー２９からの抜けが抑制されるよう
にしている（図２３参照）。
【０１１５】
　さらに、本実施の形態では、モーターカバー２９に形成された係止部２９４の軸方向の
先端部に、径方向外側に突出するフランジ部２９４ｂを形成している。このフランジ部２
９４ｂは、円弧状をした係止部２９４の全体に形成されている。
【０１１６】
　そして、送風部２を回動させる際には、このフランジ部２９４ｂも支持脚３３のスリッ
ト３３４内で移動するようにしている。さらに、支持脚３３のスリット３３４内には、突
起３３４ａが設けられており、少なくとも送風部２を回動可能範囲で回動させている状態
では、突起３３４ａとフランジ部２９４ｂとが軸方向で対面するようにしている。
【０１１７】
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　こうすることで、少なくとも送風部２を回動可能範囲で回動させている状態では、支持
脚３３がモーターカバー２９から抜ける方向に移動したときに、突起３３４ａがフランジ
部２９４ｂに接触して、支持脚３３のモーターカバー２９からの抜けが抑制されるように
している（図２３参照）。
【０１１８】
　このように、本実施の形態では、枢結機構５０は、円弧状突部３３２ａおよび係止片２
９３ａと、突起３３４ａおよびフランジ部２９４ｂと、で構成されている。
【０１１９】
　［左右首振り構造］
　また、本実施の形態では、上述したように、送風機１が左右首振り機構６０を備えてお
り、送風機１の構成を、左右方向に首振りさせることができる構成としている。以下では
、左右首振り構造について、図２５及び図２６を用いて説明する。なお、図２５は、送風
機が備える左右首振り機構を示す断面図、図２６は、送風機を裏面側から視た分解斜視図
である。
【０１２０】
　支持部３は、図２５に示すように、内部が空洞になっており、その空洞内部に左右首振
り機構６０が収納されている。この左右首振り機構６０は、台座上部３２に固定された樹
脂製の固定板６１と、インサート成型にて固定板６１に一体化された中心軸６２と、固定
板６１の上面に固定された首振り用のモーター６３と、を備えている。また、左右首振り
機構６０は、中心軸６２の下端が挿入される樹脂製の軸受部材（ブッシュ）６４を備えて
おり、この軸受部材６４の下端内周部には、係止爪６４ａが一体成型されている。なお、
中心軸６２の下端外周部には切欠溝６２ａが形成されており、切欠溝６２ａに係止爪６４
ａが圧入されている。
【０１２１】
　また、支持部３は、上述したように、内部が空洞になっており、その空洞内部に左右首
振り機構６０が収納されている（図２６参照）。左右首振り機構６０は、固定板６１と、
固定板６１の上面に固定された首振り用のモーター６３（図２５参照）と、首振りモータ
ー６３の出力軸６３ａに固定された偏心カム６５と、台座下部３１に固定される固定軸６
６と、一端部が偏心カム６５に枢着され、他端部が固定軸６６に枢着された弓形の連結リ
ンク６７と、を備えている。
【０１２２】
　また、固定板６１は、台座上部３２に固定され、中心軸６２は、軸受部材６４に旋回可
能に挿入されている。首振り用のモーター６３（出力軸６３ａに固定された偏心カム６５
を含む）と固定軸６６は、それぞれ中心軸６２から離れた位置に設けられている。
【０１２３】
　また、台座下部３１に開孔された軸挿入孔６９には、下端内周部に係止爪６４ａが形成
された円筒状の軸受部材６４が挿入されている。この軸受部材６４には中心軸６２が挿入
されている。また、中心軸６２の下端外周部には切欠溝６２ａが形成されており、この切
欠溝６２ａに係止片となる係止爪６４ａが圧入されている。そして、台座下部３１下面の
開口部３１ｂがボトムキャップ６８によって蓋をされている。
【０１２４】
　また、固定板６１と中心軸６２の上端部とをインサート成型し、中心軸６２により台座
上部３２と台座下部３１とを連結するとともに、中心軸６２の軸受部材６４を台座下部３
１に固定している。このとき、軸受部材６４を介して中心軸６２を軸挿入孔６９に挿入し
ているので、中心軸６２と軸挿入孔６９とのクリアランスが無くなり、中心軸６２の旋回
による軸挿入孔６９の摩耗やそれに起因する異音の発生を防止することができ、中心軸６
２を中心とした台座上部３２（送風部２）の旋回もスムーズとなる。
【０１２５】
　そして、使用者が操作パネル３２３の首振りボタンを押下して左右首振りをオンすると
、首振り用のモーター６３の出力軸６３ａに固定された偏心カム６５が偏心回転し、偏心
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カム６５に枢着された連結リンク６７の一端部が円運動をする。このとき、連結リンク６
７の他端部は台座下部３１に固定された固定軸６６に枢着されているため、この円運動に
よって台座上部３２とその上に取り付けられた送風部２が中心軸６２を中心に円運動の半
径距離に応じて左右方向に旋回（首振り）することになる。
【０１２６】
　このように、本実施の形態に係る送風機１は、台座下部３１と、台座下部３１の上に首
振り可能に設けられる台座上部３２とが中心軸６２を通して連結され、台座上部３２の上
に送風部２が設けられた送風機１であって、台座下部３１に軸受部材６４を挿入し、この
軸受部材６４に中心軸６２を旋回可能に挿入するとともに、台座上部３２に設けられた固
定板６１と中心軸６２の上端部とをインサート成型している。こうすることで、連結部の
強度を確保しつつ、部品点数の減少、コストダウンを図ることができるようにしている。
【０１２７】
　また、台座上部３２に設けられた固定板６１を樹脂にて形成している。こうすることで
、固定板６１のエッジ（角）に配線が擦接した際に、配線が傷つくのを防止できるように
している。
【０１２８】
　また、中心軸６２の軸受部材６４の下端内周部に係止爪６４ａが樹脂にて一体成型され
ている。こうすれば、係止爪６４ａがＥリングの代替として機能するため、Ｅリングを用
いる必要がなくなり、部品点数の減少、コストダウンを図ることができる。
【０１２９】
　なお、台座上部３２（送風部２）は、台座上部３２に取り付けられたボール（ローラー
）Ｂがレール（走行路）Ｒ上を摺動することで、左右方向に旋回（首振り）している（図
９参照）。
【０１３０】
　［電気ケーブルの配線構造］
　また、本実施の形態では、電気ケーブル９１の配線を上下首振りの軸部２９３から引き
出すようにしている。以下では、図２７及び図２８を用いて、電気ケーブルの配線構造に
ついて説明する。なお、図２７は、送風機が備える電気ケーブルの配線状態を示す斜視図
、図２８は、送風機が備える電気ケーブルの配線状態を裏面側から視た斜視図である。
【０１３１】
　本実施の形態では、図２７及び図２８に示すように、支持部３から立ち上がった一対の
支持脚３３でモーターカバー２９を両脇から挟み込み、この挟み込んだ位置を上下首振り
の回動軸心Ｃとして、送風部２が支持部３に対して上下首振りを行うようにしている。
【０１３２】
　さらに、モーターカバー２９に形成した円筒状の軸部２９３を上下首振りの回動軸心Ｃ
としている。
【０１３３】
　そこで、本実施の形態では、モーターカバー２９に収容されるファン２７の駆動用のモ
ーター２８に接続される電気ケーブル９１を上下首振りの軸（軸部２９３）から引き出す
ようにしている。
【０１３４】
　そして、上下首振りの軸（軸部２９３）から引き出された電気ケーブル９１は、落下抑
制カバー３４の挿通孔３４ａを通って外側に引き出され、支持脚３３に形成された凹部３
３５内に収容されるようにしている。
【０１３５】
　また、本実施の形態では、支持脚３３を支持部３の本体部分に保持した状態で、凹部３
３５が支持部３の本体部分内の空洞に連通されており、電気ケーブル９１は、凹部３３５
内に配置させつつ、この連通部分から本体部分内の空洞に引き出されるようにしている。
【０１３６】
　さらに、本実施の形態では、図２７に示すように、固定板６１の上部に、上方に突出す
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るフック状のリブ６１ａが形成されており、連通部分から本体部分内の空洞に引き出され
た電気ケーブル９１が、このフック状のリブ６１ａに引っ掛けられるようにしている。
【０１３７】
　そして、電気ケーブル９１は、フック状のリブ６１ａに引っ掛けられた状態で、固定板
６１の下部に引き出されており、固定板６１の下部に引き出された電気ケーブル９１の先
端が、回路基板３５に実装されたコネクタ９２に電気的に接続されている。
【０１３８】
　このとき、図２８に示すように、固定板６１の下部には、下方に突出するリブ６１ｂが
形成されており、このリブ６１ｂによって、電気ケーブル９１の撓んだ部位が、左右首振
り機構６０のリンク機構に接触して断線してしまうことを抑制できるようにしている。
【０１３９】
　電気ケーブル９１の配線を上述した構成とすれば、上下首振り時に電気ケーブル９１に
捩り力が掛からないため、電気ケーブル９１の断線をより確実に防止することができる。
【０１４０】
　［使用形態の一例］
　次に、上述した送風機１の使用例について説明する。なお、図２９は、送風機１の使用
状態の一例を示す斜視図である。
【０１４１】
　本実施の形態に係る送風機１は、図２９に示すように、例えば、家庭用のトイレ１００
に形成された棚１０１上に載置して用いることができる。このように、棚１０１上に送風
機１を載置する場合、送風方向Ｆが水平よりも下を向くように送風部２を回動させた状態
で使用するのが好ましい。こうすれば、送風機１からの風向きを、棚１０１よりも下方に
位置する便器１０２側に向けることができるようになる。
【０１４２】
　なお、本実施の形態に係る送風機１を、例えば、脱衣所の棚に配置して、水平よりも下
側に送風されるようにすることも可能である。
【０１４３】
　［変形例］
　また、送風機は、上述した送風機１の構成に限られるものではなく、例えば、図３０に
示す送風機１Ａとすることも可能である。なお、図３０は、送風機の第１変形例を示す斜
視図である。
【０１４４】
　この送風機１Ａでは、図３０に示すように、手動で操作するスイッチ３２２Ａが形成さ
れている。具体的には、図３０に示す送風機１Ａでは、スイッチ３２２Ａを手動で回すこ
とで、電源の切／入の切り替えおよび送風部２の風量の調節が行われるようにしている。
【０１４５】
　そして、このような送風機１Ａを、上記実施の形態で示した送風機１と同様に、送風部
２の送風方向Ｆが水平方向よりも下側を向くように送風部２を回動させ得る構成とするこ
とができる。
【０１４６】
　また、送風機を、例えば、図３１に示す送風機１Ｂとすることも可能である。なお、図
３１は、送風機の第２変形例を示す斜視図である。
【０１４７】
　この送風機１Ｂは、図３１に示すように、平面グリル構造を備えるサーキュレータであ
る。すなわち、外形形状が略太鼓状に形成された送風部２を備え、前方に開口された円形
の送風口２ａに平面のグリル２３が設けられている。このような平面のグリル２３も、渦
巻き状の複数のフィン２４を有している点は同じである。
【０１４８】
　そして、このような送風機１Ｂを、上記実施の形態で示した送風機１と同様に、送風部
２の送風方向Ｆが水平方向よりも下側を向くように送風部２を回動させ得る構成とするこ
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【０１４９】
　［その他の実施の形態］
　上記のように、いくつかの実施の形態について記載したが、開示の一部をなす論述およ
び図面は例示的なものであり、限定するものであると理解すべきではない。この開示から
当業者には様々な代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとなろう。
【０１５０】
　このように、本実施の形態は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含む。
【符号の説明】
【０１５１】
　Ｃ　回動軸心
　Ｄ１　隙間
　Ｄ２　所定寸法の隙間
　Ｆ　送風方向
　１　送風機
　２　送風部
　２ａ　送風口
　２０　カバー（ハウジング）
　２０ａ　円弧状面
　２１　フロントカバー
　２２　リアカバー
　２１０　スリット
　２１０ａ　下端
　２１１ｃ　内面
　２１２　リブ
　２９３　軸部
　２９３ａ　係止片（枢結機構５０）
　２９４ａ　係止凹部（回動調節機構４０）
　２９４ｂ　フランジ部（枢結機構５０）
　３　支持部
　３２２ａ　凹状弯曲面
　３３　支持脚
　３３１　凹部
　３３２ａ　円弧状突部（枢結機構５０）
　３３４ａ　突起（枢結機構５０）
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